
②審議結果を踏まえ、事後評価の実施主体が改めて

事後評価を行う必要があると判断した事業

①事業完了後5年以内の事業
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1.1.遠賀川の概要遠賀川の概要

：約22万人（国勢調査より）
想定氾濫区域内
人口

：165.1km2
想定氾濫区域
面積

：約65万人（国勢調査より）流域内人口

：以下の7市14町1村
福岡県：中間市・直方市・北九州市・宮若市・
飯塚市・嘉麻市・田川市・芦屋町・水巻町・
遠賀町・岡垣町・鞍手町・小竹町・福智町・
糸田町・桂川町・川崎町・香春町・大任町・
添田町・筑前町・赤村

流域内市町村

：133.8km大臣管理区間

：61km幹川流路延長

：1,026km2流域面積

：馬見山（標高978m）水源

遠賀川流域の概要

・直轄管理区間は、本川４８．２ｋｍに加え６つの一次支川、３つの二次支川を管理し、
その管理延長は１３３．８ｋｍに及ぶ。

・背後地には人口、資産が集積し、流域内人口密度は約６５０人/ｋｍ２と高い。
・堤防の整備状況は、堤防が必要な区間約２５８ｋｍのうち約２１６ｋｍが完成（約８４％）

明星寺地区

（本資料：P2）
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明星寺川ポンプ場の機能

● 洪水時
穂波川の水位が上昇すると明星寺の水が穂波川へ排水され

ず内水が発生。この内水を防ぐためにポンプを稼働し、
強制的に穂波川へ排水する。

● 平常時、洪水時（自然流下時）
穂波川の水位が低い場合は、明星寺川からの水は自然に穂

波川へ流れる。

説明イメージ図

2.2.遠賀川床上浸水対策特別緊急事業（明星寺排水ポンプ場）の概要遠賀川床上浸水対策特別緊急事業（明星寺排水ポンプ場）の概要

・明星寺川は飯塚市を流下する、遠賀川支川穂波川の内水河川。
・河道の流下能力不足及びポンプ場の排水能力不足により浸水被害が頻発。
・明星寺川ポンプ場を建設し、浸水被害の軽減を図る。

明星寺地区における主な浸水被害状況

264.01,06544494350前線H15.7.19

117.07431128428前線H13.6.19

151.041814010832前線H11.6.29

107.016380773前線H9.8.6

76.034734340前線H9.7.8

87.0－34340前線H7.7.2

112.03601199425台風H5.8.19

合計床下床上
備考

内水域
雨量

(mm/6h)

秋松橋
地点流量
（m3/s)

浸水家屋数（戸）
浸水
要因

発生
年月日

（本資料：P4）

（本資料：P7）

（本資料：P4）：平成13年6月洪水の明星寺地区実績浸水エリア
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2.2.遠賀川床上浸水対策特別緊急事業（明星寺排水ポンプ場）の概要遠賀川床上浸水対策特別緊急事業（明星寺排水ポンプ場）の概要

明星寺川床上浸水対策特別緊急事業は、国と県が連携し、事業を実施するもので、それぞれ
の主な事業内容は以下のとおりである。

国：吐出樋管新設、既設樋管の撤去、ポンプ場の新設
県：国道200号より下流の河道改修、河道新設、既設ポンプ場の撤去

（本資料：P5）
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3.3.費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化

費用便益比

マニュアル変更により、維持管理費を積
み上げとし、維持管理費が増加したため

9.149.33
費用対便益
（B/C）

評価時点の変更と現在価値化による86.456.0
総費用（C）

(億円)

評価時点の変更と現在価値化による789.7522.6
総便益（B)

(億円)

全
事
業

ポンプ場新設
既設ポンプ場撤去

ポンプ場新設
既設ポンプ場撤去

整備内容

※一部、既設ポンプ場撤去をH24に実施H14～H17H14～H18整備期間

旧樋管撤去を埋塞とし、コスト縮減55.656.0
事業費
（億円）

ｗ＝1/10ｗ＝1/10計画規模

変更理由今回（H22）当初（H13）項目

（本資料：P10）
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4.4.事業効果の発現状況事業効果の発現状況

(1）計画上想定される事業効果

事業前(H13.6型 W=1/10洪水)

・浸水面積：57.9ha
・床上浸水：345戸
・床下浸水：405戸
・浸水戸数：750戸

床上浸水の解消

事業後(H13.6型 W=1/10洪水)

・浸水面積：13.1ha
・床上浸水：0戸
・床下浸水：12戸
・浸水戸数：12戸

：明星寺地区浸水エリア（事業前） ：明星寺川地区浸水エリア（事業後）

｢遠賀川床上浸水対策特別緊急事業(明星寺排水ポンプ場)｣の事業効果(平成13年6月洪水(W=1/10))

（本資料：P14）

「遠賀川床上浸水対策特別緊急事業（明星寺排水ポンプ場） 」の事業効果目標は以下のと
おりであり、 床上浸水被害を解消する。
【事業効果の算定条件】
計画降雨：平成13年6月降雨波形（w=1/10規模、128.8mm/6hr）
外水位曲線：平成13年6月実績外水位波形
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4.4.事業効果の発現状況事業効果の発現状況

（2）完成後確認された事業効果

明星寺川流域では、事業の契機となった平成13年6月洪水を含め、平成15年7月、平成21年7
月、平成22年7月に大きな洪水が発生している。このうち、平成13年6月及び平成15年7月洪水

時は、明星寺川ポンプ場整備前であり、多大な浸水被害が発生したものの、ポンプ場整備後の
平成21年及び22年洪水では、穂波川の河道掘削による水位低減効果と相まって、大幅な被害

軽減が図られており、顕著な効果の発現が確認できた。

（本資料：P15）
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5.5.事業実施による環境の変化事業実施による環境の変化

（１）自然環境の変化
平水時においては、穂波川と明星寺川の縦断的連続性が確保されていること、

ポンプ場の運転操作は、主に穂波川の水位が高くなる洪水時のポンプ排水であ
ること等から、自然環境への影響は特にないものと考えられる。

ポンプ場の建設に際しては、消音器を設置する等、周辺住民への配慮を行っ
ており、ポンプ場操作時の騒音に対する周辺住民からの苦情は出ていない。

（２）周辺住民の変化（住民の評価）

明星寺川ポンプ場の建設に当たっては、近接する住宅地との調和を考慮した
景観への配慮を行っており、ポンプ場の景観について違和感がある等の苦情は
出ていない。

（３）周辺環境との調和
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6.6.社会情勢の変化社会情勢の変化

飯塚市全体の人口もほぼ横ばいであり、明星寺地区の宅地等には大きな変化は見られず、治
水事業の必要性は変わっていない。

平成12年度撮影 平成21年度撮影

明星寺川
排水機場
（予定地）

明星寺川
排水機場

（本資料：P17）

飯塚市人口経年変化
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事業完了後の平成21年及び平成22年出水において、効果の発現が確認されている。地域の社会情勢と
しては、関係地区の人口に関する大きな変化は見受けられず、当事業の重要性は依然として高いものと考
えられる。また、当事業による環境等の変化や影響については、騒音振動等が想定されたが、その影響に
ついては見受けられない。
よって、今後の事後評価については必要無いものと考えられるが、PDCAサイクルを確立するため、今後

の効果の発現状況や社会情勢等の変化・環境の変化については、適宜モニタリングを実施していく。

対応方針対応方針（案）（案）

○今後の事業の必要性

○改善措置の必要性
今後も当初想定された効果の発現が期待され、環境への重大な影響も見受けられないことから、現時点

において改善措置の必要性は無いものと考えられる。なお、事業効果をより高める方策として、インターネッ
トや携帯電話による「川の防災情報」等の河川情報サービス提供による迅速で適切な防災情報の伝達や発
信を今後も継続するとともに、｢遠賀川流域交流会｣等により流域自治体との連携を深め防災意識の啓発や
知識の普及を図っていきたい。

平成２１年及び２２年洪水では、穂波川の河道掘削による水位低減効果とあいまって、浸水被害が大幅に
軽減されているため、当事業のモニタリングを継続実施しデータの蓄積を図るとともに、穂波川の河道の変
化についてもモニタリングにより把握し、出水時における効果発現状況を確認していきたい。
なお、排水機場の整備による背後地の宅地等開発については、排水機場の重要性を意味するものである

が、一方では被害の助長を招く一因ともなり得る。今後の同種事業の計画立案にあたっては、土地利用規
制や流出抑制等の流域対策を、地域とともに並行して進めていくことが望ましい。

○同種事業の計画・調査のあり方の見直しや事業評価手法の見直しについて


